
公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について

１ これまでの経過等
（１）令和元年9月26日 第24回地域医療構想に関するﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ（厚生労働省）にお

いて再検証対象医療機関名公表

（２）令和元年10月11日 地域医療構想に係る関係医療機関等向け情報提供の開催
（県保健医療福祉課）

（３）令和元年10月17日 地域医療構想に関する自治体等との意見交換会（厚生労働省，
福岡市にて 開催）

※ 地域医療確保に関する国と地方の協議の場（令和元年10月～12月に３回開催）

（４）令和元年11月18日 第７回熊毛保健医療圏地域医療構想調整会議

（５）令和２年１月17日 厚生労働省医政局長通知
「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」

（６）令和２年２月６日 鹿児島県くらし保健福祉部長通知
「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」

（７）令和２年３月４日 厚生労働省医政局長通知
「具体的対応方針の再検証等の期限について」

（８）令和２年８月31日 厚生労働省医政局長通知
「具体的対応方針の再検証等の期限について」

２ 具体的対応方針の再検証の要請対象となった医療機関（再検証対象医療機関）

・鹿児島保健医療圏（４）
鹿児島市医師会病院，済生会鹿児島病院，鹿児島厚生連病院，鹿児島赤十字病院

・南薩保健医療圏（２）枕崎市立病院，南さつま市立坊津病院

・肝属保健医療圏（１）肝付町立病院

・熊毛保健医療圏（１）公立種子島病院
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別紙様式

○○保健医療圏地域医療構想調整会議議長 様

・ 2025年の医療機関の役割

現行のプラン

変更後

（変更する場合は，その理由）

・ 診療科の見直しについて
検討の上，見直さない場合には，記載は不要とする。

→ → →
新設

廃止

変更・統合

→ → →
高度急性期 高度急性期 高度急性期 高度急性期

急性期 急性期 急性期 急性期

回復期 回復期 回復期 回復期

慢性期 慢性期 慢性期 慢性期

休棟 休棟 休棟 休棟

介護保険施設等 介護保険施設等 介護保険施設等 介護保険施設等

分析時点（H29.7.1） 現在(R1.7.1) 2025年（現行のプラン） 2025年（変更後）

④ 平成29年度病床機能報告で報告した病床数，医療機能等から変更がない場合は，その理由

研修派遣機能

③ ①②を踏まえた機能別の病床数の変動

災害医療
へき地医療

小児医療
周産期医療

脳卒中
救急医療

がん
心筋梗塞等の心血管疾患

② 分析の対象とした領域ごとの医療機能の方向性（他の医療機関との機能統合や連携，機能縮小，機能廃止等）
分析した領域 分析時点（H29） 現在(R1.7.1) 2025年 その他を選択した場合の理由

令和○年○月○日

○○病院 院長 印

具体的対応方針の再検討結果について（報告）

標記について，以下のとおり報告します。

① 現在の地域における急性期機能や，将来の人口推移とそれに伴う医療需要の変化等の医療機関を取り巻
く環境を踏まえた，2025年を見据えた自医療機関の役割

担う役割の方針

その他

分析時点（H29.7） 現在(R1.7.1) 2025年（現行のプラン） 2025年（変更後）

救急医療 災害医療
離島・へ
き地医療

周産期医療
小児・小児
救急医療

在宅医療役割 がん 脳卒中 心血管疾患 糖尿病 精神疾患

（単位：床）
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